
真岡市長　様
令和　　年　　月　　日

住　所 生年月日
明・大
昭・平

ふりがな

氏　名

家屋等の
所 在 地

屋号等

□

□ 納税義務者の死亡。（死亡年月日： 　　年　　月　　日）

□

□

□

□

　　家賃の有無：　有　　・　　無

□

□

□

□

□

※

※

※

令和　　年度　家屋敷・事業所課税変更申請書

申請者

※納税義務者が死亡等により
　別の方が申請する場合記入

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　（　　　）

氏　名　　　　　　　　　　　 　　　㊞　 （続柄　　　　　　）

電話番号　　　　　　　　　　　㊞納
税
義
務
者

真岡市

（　　　　　）

年　　　月　　　日　

　真岡市内に有している家屋敷・事業所等について、下記のとおり変更がありましたので申請します。

貸し付けしている。（　　年　　月　　日から）

　　賃借人の氏名：　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　　　　　）

真岡市空き家バンク事業に登録している。（登録日：　　年　　月　　日）

廃屋、または廃屋に近い状態となった。

【家屋・事業所等の変更事由】

あてはまる項目の□にチェックし、必要事項をご記入ください。

住民登録地で住民税が非課税である。（確定申告等によって税額が変わり、住民税が非課税になった等）

家屋・事業所等を取り壊した。（取り壊した日：　　年　　月　　日）※契約をした日

家屋・事業所等を売却した。（売却日：　　年　　月　　日）※契約をした日

貸し付け・売却を目的として、不動産会社等に登録した。（登録等の日：　　年　　月　　日）

　　居 住 状 況：賃借人のみ・賃借人及びその家族（家族構成：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　家屋敷課税は、地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号、栃木県税条例第19条第1項第2号並
びに真岡市税条例第23条第1項第2号の規定に基づき、真岡市内に事務所、事業所又は家屋敷（別荘を含
む）を有する個人で、真岡市に住所を有しない方（1月1日現在）を納税義務者として年間で市民税・県民
税均等割4,700円（市民税3,000円、県民税1,700円）を賦課するものです。

　家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で設けた自由に居住できる状態にある独立性のあ
る住宅をいいます。貸し付け目的で所有している住宅は含まれません。

　自由に居住できる状態とは、電気・ガス・水道などのライフラインが現在開通しているかどうかではな
く、居住の実質的な支配権を持っていることをいいます。

事業用の施設だが、事務所を伴わない資材置場や倉庫・車庫である。

事業を廃業した。（廃業日：　　年　　月　　日）

その他　※詳しい状況を下記に記入してください。

　　理由（状況）


